
 

ＮＰＯ支援補助金は、寄附者が支援したいと思う寝屋川

市内のＮＰＯ法人等を指定し、その寄附金の活用により指

定されたＮＰＯ法人等に補助する制度です。 

この補助金を受けるためには登録が必要です。対象は、

登録要件を満たす寝屋川市内のＮＰＯ法人等となります。 

随時受け付けていますので、ご登録いただきますようご

案内いたします。 

□ポイント 

・登録された支援希望団体（ＮＰＯ法人等）を指定した寄附があれば、当該支援希望団体より補
助申請を受け、当該年度中に補助金を交付します。 

・補助金額は、指定されたＮＰＯ法人等への寄附金額を限度とします。 

□補助制度（ＮＰＯ支援補助金）の概要 

・目 的：ＮＰＯ法人等が行う公益性のある事業に対して、ふるさと納税の活用により補
助金を交付し、市民活動の促進を図ります。 

・対 象：市内ＮＰＯ法人等（登録団体のみ） 
・補助限度額：指定された支援希望団体に対する寄附金の額 
・補助対象期間：４月１日～翌年３月３１日 

※登録できるのは、寝屋川市内に事務所があり、主に寝屋川市で活動しているなど、登録要件を満たすＮＰＯ法人等です。 

※寄附者に特別の利益が及ぶ場合（例えば、寄附者が指定したＮＰＯ法人の正会員で、寄附によって会費の減額を受ける場

合など）は、ふるさと寄附金(ふるさと納税)として寄附することはできません。 

※補助金額は事業費の額が上限となります。寄附金額が事業費を上回っても、差額を寄附者に返還することはできません。 

※ふるさと納税制度による税額控除等を受けるためには、税務署への所得税確定申告が必要です。（所得税が課税されてい

ないなど、住民税のみ税額控除を受けようとする場合は、市町村の窓口で住民税申告をしてください。）  

※税額控除を受ける際に所得税確定申告を行わなくても寄付金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が

創設されています。税控除については市民サービス部 市民税担当、そのほかについては企画四課にお問い合わせくださ

い。 
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【団体登録について】 

■団体登録のお申込み 

団体登録を希望するＮＰＯ法人等は「団体登

録申請書」によりお申込みください。随時受

け付けています。以下の登録要件に基づき審

査した上で登録します。 

■登録要件 

⑴ＮＰＯ法人または５名以上の構成員を有す

る市民活動団体であること 

⑵主たる事務所が寝屋川市内であること 

⑶主に寝屋川市内で特定非営利活動を行うこ

と 

（営利を目的としないこと） 

⑷１年以上の活動実績があること 

⑸事業費総額のうち、特定非営利活動に係る

事業費の割合が１００分の５０以上である

こと 

⑹会計処理が適切に行われていること 

⑺宗教活動、政治上の主義の推進・支持・反

対、特定の公職の候補者・公職者・政党の

推薦・支持・反対を目的としないこと 

⑻暴力団またはその構成員等の統制化にある

団体でないこと 

 

〒572-8555 大阪府寝屋川市本町 1 番 1 号 寝屋川市市民活動部市民活動振興室 
TEL：072-825-2120   FAX：072-825-2638 

E-mail：siminkatudo@city.neyagawa.osaka.jp 

【補助申請・実績報告について】 

■補助申請 

寄附者から寄附のお申込みがあれば、指

定されたＮＰＯ法人等へご案内を差し上

げますので、補助申請を行っていただき

ますようお願いします。 

（期間内に複数の寄附者から寄附があっ

た場合、一括での申請をお願いしていま

す。） 

・提出書類：申請書、事業計画書、 

予算書、請求書 

交付・不交付を決定し、通知します。交

付を決定した場合は補助金を振り込みま

す。 

■実績報告 

事業終了後２週間以内または３月３１日

までに実績報告書を提出してください。 

・提出書類：完了報告書、事業報告書、

収支計算書、写真など 

補助金額を確定し、通知します。 

※領収書の不備等により事業費が補助金

額を下回った場合は、補助金を返納し

ていただくこととなります。 

【ご注意ください】 

■補助対象外経費について 

・補助対象となるのは特定非営利活動に係る事業費で、その他の事業会計は補助対象外となります。 

・特定非営利活動に係る事業費でも、以下の経費は補助対象外となります。 

事業実施に直接関わらない経費、領収書等により確認できない経費、商品券等の購入代金、市か

らこの補助金以外の給付を受けている事業に係る経費、その他適切でないと認めた経費  

■事業実施時には… 

・活動状況を写真に撮り、実績報告の際に提出してください。 

・チラシやポスターを作成する場合は「寝屋川市ＮＰＯ支援補助金の交付を受けて実施しています」

などと記載し、実績報告の際に提出してください。 


